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熊本県告示第９７号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項の規定により指定居宅サービス
事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年２月１０日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （通所介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

JAくま福祉の里木綿葉 

球磨郡あさぎり町須恵覚井８２８ 

球磨地域農業協同組合 平成２１年２月１日 

 
 
熊本県告示第９８号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項の規定により指定介護予防サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の９の規定により公示する。 
  平成２１年２月１０日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （介護予防通所介護）                                                           

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

JAくま福祉の里木綿葉 

球磨郡あさぎり町須恵覚井８２８ 

球磨地域農業協同組合 平成２１年２月１日 

 
 
熊本県告示第９９号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項の規定により指定居宅サービス
事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 

第１１７７９号 

平成 21 年 2 月 10 日(火)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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  平成２１年２月１０日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （通所介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

ツクイ合志 

合志市幾久冨１９０４番地４ 

株式会社ツクイ 平成２１年２月１日 

 
 
熊本県告示第１００号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項の規定により指定介護予防サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の９の規定により公示する。 
  平成２１年２月１０日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫       
  （介護予防通所介護）                                                           

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

ツクイ合志 

合志市幾久冨１９０４番地４ 

株式会社ツクイ 平成２１年２月１日 

 
 
熊本県告示第１０１号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項の規定により指定居宅サービス
事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年２月１０日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （通所介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスセンターみゆき苑 

玉名市岩崎１０４２番地 

株式会社一久 平成２１年２月１日 

 
 
熊本県告示第１０２号 
 昭和４７年３月３１日熊本県告示第２４３号の５（収納代理金融機関の名称及び位置）
の一部を次のように改正し、平成２１年２月１０日から施行する。 
  平成２１年２月１０日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
                                      「  九州労働金庫 秋津レークタウン出張所   
  収納代理金融機関の名称及び位置の表中                  
                                          熊本県信用農業協同組合連合会         
熊本市秋津町秋田３４４２―５１ 
                                 を「  九州労働金庫 秋津レークタウン出張所  熊 
熊本市南千反畑町２番３号        」 
                                                         
本市秋津町秋田３４４２―５１  」に改める。 

 
 
熊本県告示第１０３号 
 熊本県収納代理金融機関事務取扱要領の一部を改正する要領を次のように定める。 
  平成２１年２月１０日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
   熊本県収納代理金融機関事務取扱要領の一部を改正する要領 
 熊本県収納代理金融機関事務取扱要領（昭和６０年熊本県告示第２７１号の１１）の一
部を次のように改正する。 
                            「熊本県医師信用組合           「熊本県信用医師組   
 別表第１肥後銀行本店の項中                を 
                              熊本県信用農業協同組合連合会」     
合 
  に改める。 
  」 
      附 則 
  この要領は、平成２１年２月１０日から施行する。 

 
 
熊本県告示第１０４号 
  熊本県大規模小売店舗立地審査会設置要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 
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  平成２１年２月１０日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
      熊本県大規模小売店舗立地審査会設置要綱の一部を改正する要綱 
  熊本県大規模小売店舗立地審査会設置要綱（平成１２年熊本県告示第４７７号）の一部
を次のように改正する。 
  第５条第１項中「必要に応じ意見を求めるため」を「専門的な意見を求める必要がある
ときは」に、「置く」を「置くことができる」に改め、同条第３項を同条第４項とし、同
条第２項の次に次に１項を加える。 
  ３ 専門委員は、関係する審査が終了したときは解任されるものとする。 
    附 則 
  この要綱は、告示の日から施行する。 

 
 
熊本県告示第１０５号 
 平成２１年２月２３日に熊本県議会の定例会を、熊本市に招集する。 
  平成２１年２月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 
 
 
 
 
熊本県公告第６０号 
 次に掲げる土地改良事業に伴う工事が完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１
９５号）第１１３条の２第２項の規定に基づきこの旨を公告する。 
  平成２１年２月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 事業名 地区名  工事着手年月日  工事完了年月日  事業主体 

 農業用用  

 排水施設 

大野  平成１５年１０月８日  平成１９年４月２５日     人吉市 

 
 
熊本県公告第６１号 
 県有財産を次のとおり売却する。 
  平成２１年２月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 
    所在 熊本市島崎一丁目４５０番１ 
    地目 宅地   地積 ３４２．２６平方メートル 
   最低売却価格２１，６００，０００円 
２ 入札参加資格 
    次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
  (１)  当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
  (２) 破産者で復権を得ない者 
 (３) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号に掲げ 
   る者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過していないもの 
 (４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）第２ 
   条第２号に規定する暴力団等であるとして熊本県警察本部から排除要請があった者 
３ 入札参加要領・契約条項を示す場所 
    熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 ０９６－３３３－２１２２ 
４ 入札期日及び場所 
   平成２１年３月１８日（水）午前１０時 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県行政棟本館地下１階  監理課入札室 
５ 開札期日 入札終了後即時 
６ 入札参加申込書 
  入札に参加しようとする者は、次により所定の入札参加申込書を提出しなければなら 
 ない。 
 (１) 提出方法 持参又は郵送による。 
 (２) 提出期限 平成２１年３月１０日（火）午後５時 
               （郵送の場合は提出期限までに必着） 
 (３) 提出先  熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 
７ 入札保証金 
  入札に参加しようとする者は、入札金額の１００分の５以上の金額を納付するものと

する。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保証をした
小切手により行わなければならない。なお、落札者が契約を締結しないときは、熊本県

 公  告 
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に帰属する。 
８ 契約締結期限 
    平成２１年３月３１日（火）午後５時 
９ 契約保証金 
    契約しようとする者は、契約金額の１００分の１０以上の金額を契約と同時に納付す 
 るものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保 
 証をした小切手により行わなければならない。 
10 その他 
  (１) 売買代金納入期限 契約締結日から３０日以内 
  (２) 契約締結場所 別途指定する。 
 (３) 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊 
   本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊 
   本県規則第１１号）、入札参加要領等を承知のうえ、入札するものとする。 
 (４) 問い合わせ先 
        熊本県総務部管財課（電話０９６－３３３－２１２２） 

 
 
熊本県公告第６２号 
 県有財産を次のとおり売却する。 
  平成２１年２月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 
    漁業取締事務所職員宿舎 
     所在 宇城市三角町三角浦字瀬戸１３２１番７ 
     土地 宅地  ３７３．４３平方メートル 
   建物 居宅 木造セメントかわらぶき平家建 ７１．５８平方メートル 
      物置 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 １４．９０平方メートル  
    最低売却価格５，５３０，０００円 
２ 入札参加資格 
    次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
  (１)  当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
  (２) 破産者で復権を得ない者 
 (３) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号に掲げ 
   る者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過していないもの 
 (４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）第２ 
   条第２号に規定する暴力団等であるとして熊本県警察本部から排除要請があった者 
３ 入札参加要領・契約条項を示す場所 
    熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 ０９６－３３３－２１２２ 
４ 現地で建物を開放する日時 
    平成２１年３月３日（火）午前１０時から午前１２時まで 
５ 入札期日及び場所 
   平成２１年３月１７日（火）午前１１時 
  宇城市三角町三角浦１１６０－１７９ 熊本県漁業取締事務所会議室 
６ 開札期日 入札終了後即時 
７ 入札参加申込書 
  入札に参加しようとする者は、次により所定の入札参加申込書を提出しなければなら 
 ない。 
 (１) 提出方法 持参又は郵送による。 
 (２) 提出期限 平成２１年３月１０日（火）午後５時 
               （郵送の場合は提出期限までに必着） 
 (３) 提出先  熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 
８ 入札保証金 
  入札に参加しようとする者は、入札金額の１００分の５以上の金額を納付するものと

する。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保証をした
小切手により行わなければならない。なお、落札者が契約を締結しないときは、熊本県
に帰属する。 

９ 契約締結期限 
    平成２１年３月３０日（月）午後５時 
１０ 契約保証金 
    契約しようとする者は、契約金額の１００分の１０以上の金額を契約と同時に納付す 
 るものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保 
 証をした小切手により行わなければならない。 
１１ その他 
  (１) 売買代金納入期限 契約締結日から３０日以内 
  (２) 契約締結場所 別途指定する。 
 (３) 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊 
   本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊 
   本県規則第１１号）、入札参加要領等を承知のうえ、入札するものとする。 
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 (４) 問い合わせ先 
        熊本県総務部管財課（電話０９６－３３３－２１２２） 

 
 
熊本県公告第６３号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了
したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
    平成２１年２月１０日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    菊池郡大津町大字大津字上鶴１５０６番、同１５０７番２、同１５１０番、同１５１ 
 １番、同１５１２番１及び同１５１２番２ 
    ３，８８０．２５平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   菊池郡大津町大字大津６９１番地８ 
    松永雄一 

 
 
熊本県公告第６４号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了
したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
    平成２１年２月１０日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    合志市豊岡字小池ノ上２３６４番３８の一部 
    ２０１．９５平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   合志市豊岡２３６４番地３８ 
    宮﨑千鶴 

 
 
熊本県公告第６５号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８
条第１項の規定により都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する
同法第１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に
供する。 
 なお、宇土市の住民及び利害関係人は、期間満了の日までに縦覧に供された都市計画の
案について熊本県に意見書を提出することができる。 
    平成２１年２月１０日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 都市計画の種類 
   宇土都市計画道路 ３・４・３号 水町大曲線 
２ 都市計画の変更に係る土地の区域 
   宇土市新松原町字佐野免、城之浦町字南袋、字大坪、松原町字南袋、築籠町字道上、

字道下、北段原町字島ノ内、字庄部、馬之瀬町字島ノ元の各一部 
３ 都市計画の案の縦覧場所 
    熊本県土木部都市計画課、熊本県宇城地域振興局土木部企画調査課、宇土市建設部都

市計画課 
４ 縦覧期間 
    平成２１年２月１０日から平成２１年２月２４日まで 

 
 
熊本県公告第６６号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８
条第１項の規定により都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する
同法第１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に
供する。 
 なお、宇土市の住民及び利害関係人は、期間満了の日までに縦覧に供された都市計画の
案について熊本県に意見書を提出することができる。 
    平成２１年２月１０日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 都市計画の種類 
   宇土都市計画道路 ３・４・１号 高柳境目線（本町松山線） 
    宇土都市計画道路 ３・４・２号 宇土中央線 
    宇土都市計画道路  ３・５・４号 宇土駅本町線 
２ 都市計画の変更に係る土地の区域 
   宇土市高柳町字高柳、字鎌田、栄町字惣御免、字浦田、新町一丁目字浦田、字新一丁
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目、本町一丁目字本一丁目、字門内、境目町字向中島、字柳町、字綾織、松山町字松下、
字宮ノ前、字居屋敷、字東原、字西柳町、字六反田、字桶底、字長嶋、字東柳町、古保
里町字八津江、字四度橋、字行田、字潤川、字五器田、立岡町字埜田、字西俣、一里木
町字門内、字一里木、字里崎、南段原町字南、入地町字入地、字御領橋、栗崎町字下竹、
伊無田町字友田、北段原町字島ノ内、浦田町字島ノ内、字浦田、新町四丁目字新四丁目、
新町三丁目字新三丁目、本町四丁目字本四丁目、本町三丁目字本三丁目、新小路町字門
内、字小路裏、旭町字綿打、善道寺町字綾織、字悪四郎、字五丁間、字西中受、字東中
受、定府町字新屋敷、字里崎、字古城、古城町字塩田、神馬町字古城、字舞出、字馬場
下、三拾町字野原町、字野口、松原町字大坪、城之浦町字松原境、本町六丁目字石ノ瀬、
本町五丁目字本五丁目、本町二丁目字本二丁目の各一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 
    熊本県土木部都市計画課、熊本県宇城地域振興局土木部企画調査課、宇土市建設部都

市計画課 
４ 縦覧期間 
    平成２１年２月１０日から平成２１年２月２４日まで 

 
 
熊本県公告第６７号 
 宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）の規定による行政処分について、同法 
第６９条第１項及び同条第２項において準用する同法第１６条の１５第５項の規定により、
公開の聴聞を次のとおり実施する。 
  平成２１年２月１０日   
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 聴聞の日時 
  平成２１年２月１８日 午後１時３０分 
２ 聴聞の場所 
  熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県庁北側会議棟４階４０１会議室 
３ 被聴聞者 
    商   号  株式会社大成 
    代表者氏名  矢野 多加子 
    事務所所在地 熊本県熊本市新大江二丁目８番２８号 
    免許証番号    熊本県知事（１）第４４１７号 
    免許年月日  平成１７年５月２０日 

 
 
熊本県公告第６８号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法
第２０条第１項の規定による都市計画の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第
２項の規定において準用する同法第２０条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供
する。 
    平成２１年２月１０日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 都市計画の種類 
   八代都市計画道路 ３・４・１１号 西方西宮線 
２ 都市計画の図書の写しの縦覧場所 
    熊本県土木部都市計画課 

 
 
熊本県公告第６９号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法
第２０条第１項の規定による都市計画の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第
２項の規定において準用する同法第２０条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供
する。 
    平成２１年２月１０日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 都市計画の種類 
   八代都市計画道路 ３・５・１３号 海士江古閑中線 
    八代都市計画道路 ３・６・１４号 松江八代港線 
２ 都市計画の図書の写しの縦覧場所 
    熊本県土木部都市計画課 

 
 
熊本県公告第７０号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第１項の規定による都市計画の図書
の写しの送付を受けたので、同条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 
    平成２１年２月１０日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
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１ 都市計画の種類 
    鏡都市計画臨港地区（八代市） 
２ 都市計画の図書の写しの縦覧場所 
  熊本県土木部都市計画課 
 
 
 
 
 
熊本県環境影響評価審査会公告第４号 
 熊本県環境影響評価審査会の会議を、次のように開催する。 
  平成２１年２月１０日 
                熊本県環境影響評価審査会会長 矢 野  隆    
１ 開催日時 
  平成２１年２月２０日（金） 
  午後１時３０分から午後４時３０分まで 
２ 開催場所 
    熊本県庁行政棟本館５階審議会室 
３ 審議内容 
  「（財）熊本県環境整備事業団 熊本県公共関与管理型最終処分場建設事業」環境影

響評価方法書について 
４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
 （１）会議当日、当該会議の会場において整理券の配布を行うので、傍聴希望者は審議

開始予定時刻の３０分前までに集合すること。 
 （２）傍聴の手続は先着順で行うが、傍聴希望者が多数ある場合は抽選を行うことがあ

る。 
 （３）傍聴決定者は、当該会議の会場において受付のうえ、事務局の指示に従い、会議

の会場に入ることができる。 
６ 問合せ先 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県環境生活部環境保全課環境審査班 
    電話０９６－３３３－２２６９ 
 

 登載依頼 


